
○
告

示

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

荻
柏
原
土
地
改
良
区

竹
田
市

令
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・
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告

示

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
二

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
庄
内
町
阿
蘇
野
字
平
連
二
八
九
三
番
一
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
八
九
三
番

一
、
二
八
九
三
番
三
、
二
八
九
三
番
五
、
二
八
九
三
番
九
か
ら
二
八
九
三
番
一
七
ま
で
、
二
九
五
四
番
二

か
ら
二
九
五
四
番
八
ま
で

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
庄
内
町
阿
蘇
野
字
平
連
二
八
九
三
番
二
、
二
八
九
三
番
四
、
二
八
九
三
番
六
か
ら
二
八
九
三
番

八
ま
で
、
二
八
九
三
番
二
〇
か
ら
二
八
九
三
番
三
三
ま
で
、
二
八
九
四
番

二

指
定
の
目
的

令

和

四

年

第
三
一
九
号

六
月
二
十
四
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

一
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

主
要
地
方
道
中
津
高
田
線

宇
佐
市
大
字
浜
高
�
字
浜
筋
通
二
一
○
番
四
か
ら

宇
佐
市
大
字
浜
高
�
字
浜
筋
通
二
二
九
番
五
ま
で

令
四
・
六
・
二
四

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
公

告

役

名

氏

名

住

所

理

事

衛

�

博

幸

宇
佐
市
安
心
院
町
妻
垣
八
八
四
番
地
の
二
一

〃

佐

田

則

昭

〃

安
心
院
町
内
川
野
四
三
一
番
地
の
一

〃

新

開

洋

一

〃

安
心
院
町
下
毛
二
〇
六
五
番
地
の
四

〃

石

川

哲

人

〃

安
心
院
町
下
毛
一
六
八
〇
番
地

〃

石

井

和

弘

〃

安
心
院
町
上
市
四
六
番
地
の
二

〃

佐

藤

克

己

〃

安
心
院
町
今
井
八
三
番
地

〃

赤

野

尚

別
府
市
大
字
南
立
石
一
〇
八
二
番
地
の
一
六
五

西
別
府
台
住
宅
Ｃ

棟
（
ふ
た
ば
）
五
〇
三
号

〃

菅

原

維

範

宇
佐
市
安
心
院
町
尾
立
五
五
番
地
の
一

〃

岡

部

義

博

〃

安
心
院
町
東
椎
屋
二
〇
一
番
地

〃

宮

川

竹

則

〃

安
心
院
町
廣
谷
七
三
番
地

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

四

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長
良
苑

〃

大
字
長
良
四
九
五
六

を

ユ
ニ
ッ
ト
型

」

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長
良
苑

〃

大
字
長
良
四
九
五
六

ユ
ニ
ッ
ト
型

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住

〃

本
匠
大
字
笠
掛
一
五
八
九－

一

に
改
め
る
。

宅
み
ど
り
の
郷
優
し
い
風

」

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
心
院
土

地
改
良
区
（
宇
佐
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

二



〃

飯

田

公

典

〃

安
心
院
町
矢
崎
一
五
三
番
地
の
二

〃

是

永

力

〃

安
心
院
町
楢
本
九
九
六
番
地
の
一

〃

佐

藤

明

〃

安
心
院
町
矢
崎
五
七
一
番
地
の
三
一

監

事

岡

喜
久
夫

〃

安
心
院
町
楢
本
八
四
三
番
地
の
三

〃

安

部

仁

〃

安
心
院
町
古
川
九
二
三
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

衛

�

博

幸

宇
佐
市
安
心
院
町
妻
垣
八
八
四
番
地
の
二
一

〃

新

開

洋

一

〃

安
心
院
町
下
毛
二
〇
六
五
番
地
の
四

〃

勝

尾

修

〃

安
心
院
町
折
敷
田
九
八
番
地

〃

石

川

清

司

〃

安
心
院
町
飯
田
四
〇
九
番
地
の
一

〃

大

塚

雅

也

〃

安
心
院
町
上
市
二
七
〇
番
地

〃

森

山

繁

則

〃

安
心
院
町
川
底
三
三
一
番
地

〃

廣

末

一

明

〃

安
心
院
町
筌
ノ
口
七
二
九
番
地
の
二

〃

菅

原

維

範

〃

安
心
院
町
尾
立
五
五
番
地
の
一

〃

遠

嶋

昭

吾

〃

安
心
院
町
板
場
七
五
一
番
地

〃

坪

井

修

〃

安
心
院
町
大
見
尾
一
二
〇
九
番
地

〃

佐

田

則

昭

〃

安
心
院
町
内
川
野
四
三
一
番
地
の
一

〃

矢

野

冠

司

〃

安
心
院
町
妻
垣
七
五
三
番
地
の
二

〃

佐

藤

明

〃

安
心
院
町
矢
崎
五
七
一
番
地
の
三
一

監

事

上

田

悦

治

〃

安
心
院
町
木
裳
六
三
一
番
地
の
四

〃

�

野

泰

介

〃

安
心
院
町
廣
連
一
八
六
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

理

事

財

津

博

日
田
市
天
瀬
町
女
子
畑
六
三
六
番
地
二

〃

田

中

正

勝

〃

天
瀬
町
女
子
畑
二
五
四
三
番
地

〃

江

田

登
美
夫

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
一
九
六
番
地

〃

江

田

近

〃

天
瀬
町
女
子
畑
五
九
〇
番
地
四
一

〃

鈴

木

重

德

〃

天
瀬
町
合
田
六
七
番
地

〃

小

野

正

孝

〃

天
瀬
町
女
子
畑
二
五
七
四
番
地
二

〃

小

関

佐

寿

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
一
六
六
番
地
二

〃

中

村

正

行

〃

天
瀬
町
合
田
一
一
五
九
番
地
一

〃

小

関

均

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
二
八
八
番
地
二

〃

羽

野

文

義

〃

刃
連
町
一
八
番
地

石
松
住
宅
五
号

〃

梶

𠩤

茂

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
七
六
七
番
地

〃

小

関

一

良

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
二
九
〇
番
地
三

監

事

髙

瀬

俊

和

〃

天
瀬
町
女
子
畑
二
四
二
八
番
地

〃

財

津

秀

彦

〃

天
瀬
町
女
子
畑
九
二
一
番
地

〃

園

田

明

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
二
七
番
地

役

名

氏

名

住

所

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
女
子
畑
土

地
改
良
区
（
日
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



理

事

財

津

博

日
田
市
天
瀬
町
女
子
畑
六
三
六
番
地
二

〃

田

中

正

勝

〃

天
瀬
町
女
子
畑
二
五
四
三
番
地

〃

小

野

正

孝

〃

天
瀬
町
女
子
畑
二
五
七
四
番
地
二

〃

長

尾

裕

幸

〃

天
瀬
町
女
子
畑
二
三
九
四
番
地
二

〃

鈴

木

正

義

〃

天
瀬
町
合
田
五
三
番
地

〃

小

関

謙
太
郎

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
二
九
四
番
地
三

〃

小

関

均

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
二
八
八
番
地
二

〃

江

田

近

〃

天
瀬
町
女
子
畑
五
九
〇
番
地
四
一

〃

梶

𠩤

茂

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
七
六
七
番
地

〃

矢

幡

聖

二

〃

天
瀬
町
合
田
一
三
五
八
番
地

〃

財

津

慶

昭

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
〇
九
二
番
地

〃

養

父

喜

德

〃

天
瀬
町
女
子
畑
三
六
二
番
地

監

事

財

津

秀

彦

〃

天
瀬
町
女
子
畑
九
二
一
番
地

〃

長
谷
部

博

樹

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
三
〇
七
番
地

〃

井

上

勝

彦

〃

天
瀬
町
女
子
畑
一
二
八
〇
番
地
一

〃

松

本

正

晴

〃

天
瀬
町
塚
田
二
五
九
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

理

事

佐

藤

一

富

由
布
市
挾
間
町
筒
口
一
〇
六
五
番
地
二

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
子
土
地

改
良
区
（
由
布
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
の
う
ち
、
土
木
一

式
工
事

令
和
四
年
度
交
安
改
国
佐
第
一
号
道
路
改
良
工
事

二

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

１

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

㈠

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

を
得
な
い
者

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
、
三
年
間
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
こ
れ
ら
の

者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

⑴

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し

く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

⑵

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成

立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

⑶

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

⑷

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

⑸

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

⑹

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

㈢

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

㈣

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

㈤

大
分
県
が
発
注
す
る
工
事
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査

の
申
請
の
時
期
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
第
八
の
一
の
㈢
及
び
第
八
の
二

の
㈣
で
定
め
る
暴
力
団
関
係
者
に
該
当
す
る
者

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四
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㈠

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
結

果
㈡

工
事
経
歴

㈢

工
事
成
績

㈣

建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
十
五
条
第
二
号
イ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す

る
職
員
の
数

㈤

信
用
度

㈥

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
申
請
の
方
法
等
（
県
内
に
本
店
を
有
し
、
令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る

建
設
業
者
及
び
県
外
に
本
店
を
有
し
、
令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有

効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る
建
設
業
者
は
、
こ
の
資
格
審
査
の

申
請
を
す
る
必
要
は
な
い
。
）

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
土
木
建
築
部
公
共
工
事
入
札
管
理
室
入
札
管
理
班

〒
八
七
〇－

八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一－

一

電
話

〇
九
七－

五
〇
六－

四
五
二
七

３

申
請
の
時
期

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
と
す
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手
が
困
難
な
者
に
限
る
。
）
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/１７０５０/n

-sh
ikaku

sh
in
sei.h

tm
l

六

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
二
の
１
の
各
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
当

該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
か
つ
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
間
物
品
等
の
競
争
入
札
に
参
加

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

２

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
資
格
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
３７２号

）
第
６
条
及
び
大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９年

大
分
県

規
則
第
２２号

）
第
３８条

の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
４
年
６
月
２４日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

一
本
案
件
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
う
電
子
入
札
対
象
案
件
で
あ
る
。

電
子
入
札
の
取
扱
い
は
、
こ
の
公
告
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
大
分
県
電
子
入
札
運
用
基
準
に
よ
る
。

二
本
案
件
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

）
第
１６７条

の
１０の

２
第
３
項
に
規
定
す

る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
工
事
名

令
和
４
年
度
交
安
改
国
佐
第
１
号
道
路
改
良
工
事

⑵
工
事
場
所

国
道
２１７号

佐
伯
市
大
字
狩
生
～
戸
穴

⑶
工
期

契
約
締
結
の
日
の
翌
日
か
ら
令
和
７
年
１０月

１６日
ま
で

⑷
工
事
概
要

ア
構
造
形
式
：
ト
ン
ネ
ル
工
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
１
式

イ
延

長
：
全
体
延
長
７２１．６ｍ

（
ト
ン
ネ
ル
延
長
６７５ｍ

）

ウ
幅

員
：
ｗ
＝
６．５（

１０．０）
ｍ

エ
標
準
内
空
断
面
積
：
約
６８㎡

⑸
使
用
す
る
主
要
な
資
機
材

ア
コ
ン
ク
リ
ー
ト
：
約
９，５００㎥

イ
鋼
材
：
約
２９０ｔ

ウ
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
：
約
９，６００本

⑹
予
定
価
格

２，９７０，１５７，３００円
（
予
定
価
格
×
１００／

１１０＝
２，７００，１４３，０００円

）

２
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

本
案
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
⑴
及
び
⑵
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い
う
。
）
に
限
り
入
札
参
加
を
認
め
る
。

⑴
共
同
企
業
体
の
要
件

共
同
企
業
体
の
要
件
に
つ
い
て
は
大
分
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
競
争
入
札
参
加
資
格
等
に
関

す
る
取
扱
要
綱
（
昭
和
５３年

大
分
県
告
示
第
３９８号

。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
以
下

の
と
お
り
と
す
る
。

ア
要
綱
に
定
め
る
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
に
よ
り
、
協
定
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

イ
共
同
企
業
体
の
構
成
員
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
の
数
は
３
者
で
あ
る
こ
と
。

ウ
共
同
企
業
体
を
代
表
す
る
企
業
（
以
下
「
代
表
構
成
員
」
と
い
う
。
）
は
、
構
成
員
の
う
ち
最

大
の
出
資
比
率
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

エ
全
て
の
構
成
員
が
２０％

以
上
の
出
資
比
率
で
あ
る
こ
と
。

オ
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
な
っ
た
共
同
企
業
体
は
、
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
履
行

後
３
箇
月
間
存
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
な
ら
な
か
っ
た
共
同
企
業
体
は
、
当
該
工
事
の
請

負
契
約
が
締
結
さ
れ
る
日
ま
で
存
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

カ
結
成
方
法
は
自
主
結
成
と
す
る
。

キ
構
成
員
の
組
合
せ
は
、
２
の
⑵
の
ア
及
び
イ
の
全
て
を
満
た
す
「
代
表
構
成
員
」
１
者
と
、
２

の
⑵
の
ア
及
び
ウ
の
全
て
を
満
た
す
「
そ
の
他
の
構
成
員
Ａ
」
１
者
と
、
２
の
⑵
の
ア
及
び
エ
の

全
て
を
満
た
す
「
そ
の
他
の
構
成
員
Ｂ
」
１
者
の
３
者
の
組
合
せ
と
す
る
。

な
お
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
当
該
工
事
の
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
を
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
代
表
構
成
員
」
と
し
て
の
要
件
を
満
た
す
者
同
士
の
組
合
せ
は
認
め
な

い
も
の
と
す
る
。

⑵
構
成
員
の
要
件

ア
全
構
成
員

次
の
ア
か
ら
ク
ま
で
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
大
分
県
が
発
注
す
る
工
事
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格

審
査
の
申
請
の
時
期
（
昭
和
３９年

大
分
県
告
示
第
４８１号

）
に
よ
り
土
木
一
式
工
事
の
資
格
認

定
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ウ
対
象
工
事
に
係
る
工
事
種
別
に
つ
い
て
、
建
設
業
法
（
昭
和
２４年

法
律
第
１００号

）
第
３
条

第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

エ
大
分
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等
の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
を
有
す
る

者
に
対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
昭
和
６０年

大
分
県
告
示
第
２６７号

。
以
下
「
指
名
停
止

要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

オ
開
札
予
定
日
以
前
３
箇
月
以
内
に
、
手
形
交
換
所
で
不
渡
手
形
若
し
く
は
不
渡
小
切
手
を
出

し
た
事
実
又
は
銀
行
若
し
く
は
主
要
取
引
先
か
ら
の
取
引
停
止
等
を
受
け
た
事
実
が
あ
る
者
で

な
い
こ
と
。

カ
破
産
法
（
平
成
１６年

法
律
第
７５号

）
の
規
定
に
基
づ
く
破
産
の
申
立
て
、
会
社
更
生
法
（
平

成
１４年

法
律
第
１５４号

）
の
規
定
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
民
事
再
生
法
（
平

成
１１年

法
律
第
２２５号

）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者

で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
民
事
再
生
法
の

規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
更
生
計
画
の
認
可
が
決

定
し
、
又
は
再
生
計
画
の
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
者
を
除
く
。
）
。

キ
対
象
工
事
に
係
る
設
計
業
務
等
の
受
託
者
又
は
当
該
受
託
者
と
資
本
若
し
く
は
人
事
面
に
お

い
て
関
連
が
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ク
本
案
件
に
つ
い
て
、
関
連
会
社
が
入
札
に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
（
同
一
の
共
同
企
業
体
に

構
成
員
と
し
て
参
加
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

な
お
、
関
連
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

ａ
資
本
関
係

⒜
親
会
社
と
子
会
社
の
関
係

親
会
社
が
子
会
社
に
対
し
、
株
（
出
資
金
）
の
過
半
数
を
所
有
（
出
資
）
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。

⒝
親
会
社
を
同
じ
く
す
る
子
会
社
同
士
の
関
係

親
会
社
が
子
会
社
に
対
し
、
株
（
出
資
金
）
の
過
半
数
を
所
有
（
出
資
）
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。

⒞
協
同
組
合
等
と
そ
の
構
成
員
（
組
合
員
）
等
の
関
係

協
同
組
合
等
及
び
構
成
員
（
組
合
員
）
等
の
い
ず
れ
も
が
、
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格

を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

ｂ
人
的
関
係

⒜
一
方
の
会
社
等
の
役
員
（
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
執
行

役
）
、
持
分
会
社
（
合
名
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
を
い
う
。
）
の
業
務
を
執
行

す
る
社
員
、
組
合
の
理
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
監
査
役
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
な
お
、
個
人
に
あ
っ
て
は
事
業
主
、
県
外
に
本
店
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
大
分
県

と
の
契
約
に
つ
い
て
委
任
を
受
け
た
営
業
所
が
あ
る
場
合
は
そ
の
長
（
支
店
長
又
は
営
業

所
長
等
）
を
含
む
。
）
が
、
他
方
の
会
社
等
の
役
員
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合
に
限
る
。
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た
だ
し
、
会
社
等
の
一
方
が
民
事
再
生
法
第
２
条
第
４
号
に
規
定
す
る
再
生
手
続
中
の
会

社
等
又
は
会
社
更
生
法
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
更
生
会
社
で
あ
る
場
合
を
除
く
。

⒝
一
方
の
会
社
等
の
役
員
が
、
他
方
の
会
社
等
の
民
事
再
生
法
第
６４条

第
２
項
又
は
会
社

更
生
法
第
６７条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
管
財
人
（
以
下
「
管
財
人
」
と
い

う
。
）
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合
に
限
る
。

⒞
一
方
の
会
社
等
の
管
財
人
が
、
他
方
の
会
社
等
の
管
財
人
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合
に

限
る
。

※
上
記
に
該
当
す
る
関
連
会
社
同
士
が
入
札
に
参
加
し
た
場
合
は
、
指
名
停
止
要
領
に
基
づ

く
指
名
停
止
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
連
会
社
の
行
っ
た
入
札
は
、

い
ず
れ
も
無
効
と
し
、
い
ず
れ
か
が
落
札
候
補
者
と
な
っ
た
場
合
は
、
次
順
位
者
を
落
札
候

補
者
と
す
る
。

イ
代
表
構
成
員

次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
建
設
業
法
第
２７条

の
２９の

規
定
に
基
づ
く
総
合
評
定
値
通
知
書
の
う
ち
土
木
一
式
工
事
に
係

る
総
合
評
定
値
（
Ｐ
点
）
が
、
１，５００点

以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
審
査
基
準
日
が
令
和

２
年
１０月

１
日
か
ら
令
和
３
年
９
月
３０日

の
間
の
も
の
で
直
近
の
も
の
に
限
る
（
合
併
等
に
よ

り
大
分
県
が
競
争
入
札
参
加
資
格
の
承
継
を
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。

イ
平
成
１９年

４
月
１
日
以
降
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
ナ
ト
ム
）
工
法
に
よ
る
内
空
断
面
５５㎡

以
上
か
つ

施
工
延
長
５５０ｍ

以
上
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
を
履
行
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
（
工
事
は
元
請
で

完
成
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
の
実
績
は
出
資
比
率
が
２０％

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
。

ウ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
監
理
技
術
者
を
当
該
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

な
お
、
入
札
に
係
る
資
料
提
出
時
点
に
お
い
て
、
監
理
技
術
者
を
決
定
で
き
な
い
こ
と
に
よ

り
複
数
の
候
補
者
を
も
っ
て
配
置
予
定
技
術
者
の
確
認
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な

い
が
、
い
ず
れ
の
候
補
者
に
つ
い
て
も
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ａ
１
級
土
木
施
工
管
理
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ｂ
監
理
技
術
者
資
格
者
証
を
有
す
る
者
で
、
監
理
技
術
者
講
習
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ｃ
現
場
代
理
人
又
は
主
任
（
監
理
）
技
術
者
と
し
て
、
イ
に
掲
げ
る
工
事
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
（
工
事
は
元
請
で
完
成
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
共
同
企
業
体

の
構
成
員
と
し
て
の
実
績
は
出
資
比
率
が
２０％

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
。
た
だ
し
、
現
場

代
理
人
に
つ
い
て
は
、
イ
に
示
し
た
工
事
に
従
事
し
た
時
に
主
任
（
監
理
）
技
術
者
の
資
格

を
有
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。

ｄ
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
提
出
日
以
前
３
箇
月
以
上
前
に
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ

と
。

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
よ
る
特
例
措
置
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り

と
す
る
。

ｅ
監
理
技
術
者
は
、
工
事
着
手
か
ら
工
事
完
了
ま
で
の
間
、
病
気
、
死
亡
及
び
退
職
等
や
む

を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
変
更
を
認
め
な
い
。

ウ
そ
の
他
の
構
成
員
Ａ

次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
の
ア
及
び
イ
に
係
る

全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
は
、
「
そ
の
他
の
構
成
員
Ａ
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
建
設
業
法
第
２７条

の
２９の

規
定
に
基
づ
く
総
合
評
定
値
通
知
書
の
う
ち
土
木
一
式
工
事
に
係

る
総
合
評
定
値
（
Ｐ
点
）
が
、
９１０点

以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
審
査
基
準
日
が
令
和
２

年
１０月

１
日
か
ら
令
和
３
年
９
月
３０日

の
間
の
も
の
で
直
近
の
も
の
に
限
る
（
合
併
等
に
よ
り

大
分
県
が
競
争
入
札
参
加
資
格
の
承
継
を
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。

イ
平
成
１９年

４
月
１
日
以
降
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
ナ
ト
ム
）
工
法
に
よ
る
ト
ン
ネ
ル
工
事
を
履
行
し

た
経
験
を
有
す
る
こ
と
（
工
事
は
元
請
で
完
成
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
共
同
企
業
体
の
構

成
員
と
し
て
の
実
績
は
出
資
比
率
が
２０％

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
。

ウ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
主
任
技
術
者
を
当
該
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ａ
１
級
土
木
施
工
管
理
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ｂ
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
提
出
日
以
前
３
箇
月
以
上
前
に
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ

と
。た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
よ
る
特
例
措
置
は
入
札
説
明
書
の
と
お

り
と
す
る
。

ｃ
主
任
技
術
者
は
、
工
事
着
手
か
ら
工
事
完
了
ま
で
の
間
、
病
気
、
死
亡
及
び
退
職
等
や
む

を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
変
更
を
認
め
な
い
。

エ
そ
の
他
の
構
成
員
Ｂ

次
の
ア
及
び
イ
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
の
ア
及
び
イ
に
係
る
全
て

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
は
、
「
そ
の
他
の
構
成
員
Ｂ
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
平
成
１９年

４
月
１
日
以
降
に
道
路
改
良
工
事
を
履
行
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
（
工
事
は
元

請
で
完
成
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
の
実
績
は
出
資
比
率
が

２０％
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
。
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イ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
主
任
技
術
者
を
当
該
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ａ
１
級
土
木
施
工
管
理
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ｂ
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
提
出
日
以
前
３
箇
月
以
上
前
に
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ

と
。た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
よ
る
特
例
措
置
は
入
札
説
明
書
の
と
お

り
と
す
る
。

ｃ
主
任
技
術
者
は
、
工
事
着
手
か
ら
工
事
完
了
ま
で
の
間
、
病
気
、
死
亡
及
び
退
職
等
や
む

を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
変
更
を
認
め
な
い
。

３
入
札
手
続
等

⑴
担
当
課

郵
便
番
号
８７０‐

８５０１

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
建
設
課
管
理
班
（
大
分
県
庁
舎
新
館
７
階
）

電
話

０９７‐
５０６‐

４７２４

F
A
X

０９７‐
５０６‐

１７７４

E
-m
ail

a１７１４０@
p
ref.o

ita.lg.jp

⑵
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
、
場
所
及
び
方
法

ア
入
札
説
明
書

令
和
４
年
６
月
２７日

（
月
）
か
ら
同
年
８
月
３１日

（
水
）
ま
で
の
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
こ

れ
ら
を
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
に
、
⑴
の
場

所
で
直
接
交
付
を
受
け
る
か
、
大
分
県
共
同
利
用
型
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
（
h
ttp
s://

w
w
w
.t-elis.p

ref.o
ita.lg.jp

/D
E
N
T
Y
O
/G
P
P
I_M
E
N
U
）
か
ら
直
接
入
手
す
る
こ
と
。

イ
設
計
図
書

令
和
４
年
６
月
２７日

（
月
）
か
ら
同
年
９
月
９
日
（
金
）
ま
で
の
日
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
に
、
⑴
の
場
所
で
閲
覧
す
る
こ
と
。

な
お
、
希
望
者
に
対
し
て
閲
覧
用
設
計
図
書
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
を
配
布
す
る
。

Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
の
配
布
を
希
望
す
る
者
は
、
上
記
の
閲
覧
期
間
内
に
、
⑴
の
場
所
へ
引
換
用
の
Ｃ
Ｄ
－

Ｒ
（
未
使
用
６５０Ｍ

Ｂ
以
上
）
を
持
参
す
る
こ
と
。

ウ
注
意
事
項

入
札
後
の
設
計
図
書
等
は
、
他
の
用
途
に
使
用
せ
ず
適
正
に
処
分
す
る
こ
と
。

⑶
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し
の
提
出
期
間
、
場
所
及
び
方
法

ア
期
間

令
和
４
年
６
月
２８日

（
火
）
か
ら
同
年
７
月
２６日

（
火
）
ま
で
の
日
（
休
日
を
除
く
。
）
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
場
所

⑴
に
同
じ
。

ウ
方
法

⑴
の
場
所
へ
持
参
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
電
子
入
札
へ
登
録
を
行
う
た
め
、
郵
送
及
び
電
送
に

よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

※
手
続
は
、
大
分
県
電
子
入
札
運
用
基
準
に
よ
る
。

⑷
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
の
た
め
の
競
争
入
札
参
加
表
明
書
兼
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請

書
及
び
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
（
以
下
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
参
加
表
明
書
等
」
と
い

う
。
）
の
提
出
期
間
、
場
所
及
び
方
法

ア
期
間

令
和
４
年
６
月
２８日

（
火
）
か
ら
同
年
７
月
２７日

（
水
）
ま
で
の
日
（
休
日
を
除
く
。
）
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
場
所

⑴
に
同
じ
。

ウ
方
法

原
則
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
媒
体
提
出
届
を
提
出
し
た
場
合

は
、
持
参
又
は
郵
送
（
郵
便
書
留
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
出
を
認
め
る
。

※
手
続
は
、
大
分
県
電
子
入
札
運
用
基
準
に
よ
る
。

⑸
技
術
資
料
の
提
出
期
間
、
場
所
及
び
方
法

ア
期
間

令
和
４
年
８
月
１２日

（
金
）
か
ら
同
年
９
月
２
日
（
金
）
ま
で
の
日
（
休
日
を
除
く
。
）
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
場
所

⑴
に
同
じ
。

ウ
方
法

⑷
の
ウ
に
同
じ
。

⑹
入
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
日
時

ア
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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令
和
４
年
９
月
２
日
（
金
）
か
ら
同
月
９
日
（
金
）
ま
で
の
日
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
紙
入
札
（
持
参
又
は
郵
送
の
場
合
）

令
和
４
年
９
月
２
日
（
金
）
か
ら
同
月
９
日
（
金
）
ま
で
の
日
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
場
所

⑴
に
同
じ
。

ウ
方
法

原
則
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
紙
入
札
（
見
積
）
参
加
届
出
書

を
提
出
し
、
紙
入
札
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
持
参
又
は
郵
送
（
郵
便
書
留
に
限
る
。
）
に
よ

る
提
出
を
認
め
る
。
ま
た
、
入
札
回
数
は
原
則
と
し
て
１
回
と
す
る
。

※
手
続
は
、
大
分
県
電
子
入
札
運
用
基
準
に
よ
る
。

⑺
開
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
立
会

ア
日
時

令
和
４
年
１０月

４
日
（
火
）
午
前
１０時

イ
場
所

郵
便
番
号
８７０‐

８５０１

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

大
分
県
庁
舎
新
館
６
階
入
札
室

ウ
立
会

開
札
の
立
会
は
、
大
分
県
電
子
入
札
立
会
要
領
に
よ
る
。

４
そ
の
他

⑴
当
該
工
事
請
負
契
約
の
締
結
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
９６条

に
規
定
す
る

県
議
会
の
議
決
事
項
で
あ
り
、
当
該
入
札
の
落
札
決
定
後
、
落
札
者
と
の
間
に
仮
契
約
を
締
結
し
、

議
会
議
決
後
本
契
約
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

⑵
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
、
通
貨
及
び
時
刻
は
、
日
本
語
、
日
本
国
通
貨
及
び
日
本
標
準
時

に
限
る
。

⑶
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金
免
除

イ
契
約
保
証
金
納
付
。
た
だ
し
、
利
付
国
債
の
提
供
又
は
金
融
機
関
若
し
く
は
保
証
事
業
会
社

の
保
証
を
も
っ
て
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
公
共
工
事
履
行
保
証

証
券
に
よ
る
保
証
を
付
し
、
又
は
履
行
保
証
保
険
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
は
、
契
約
保
証
金

を
免
除
す
る
。

⑷
入
札
の
無
効
等

ア
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
参
加
表
明
書
等
及
び
技
術
資
料

に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
の
し
た
入
札
並
び
に
入
札
開
始
前
の
注
意
事
項
及
び
入
札
に
関
す
る
条

件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
し
、
無
効
の
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
て
い
た
場
合
に
は

落
札
決
定
を
取
り
消
す
。

イ
談
合
情
報
の
取
扱
い

ア
総
合
評
価
に
お
け
る
談
合
の
認
定
基
準

談
合
情
報
の
落
札
予
定
者
の
入
札
価
格
が
最
低
価
格
入
札
者
の
入
札
価
格
（
調
査
基
準
価
格

未
満
を
除
く
。
）
と
一
致
し
て
い
る
場
合
は
、
事
情
聴
取
等
の
調
査
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、

最
終
的
な
入
札
結
果
の
落
札
者
と
談
合
情
報
の
落
札
予
定
者
が
一
致
し
な
い
場
合
は
談
合
と
は

認
定
し
な
い
。

イ
談
合
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
場
合
の
対
応

公
正
入
札
調
査
委
員
会
が
談
合
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
場
合
は
、
大
分
県
契
約
事
務
規
則
第

２７条
第
２
号
を
適
用
し
、
当
該
入
札
を
無
効
と
し
、
当
該
入
札
参
加
者
を
排
除
す
る
旨
の
要
件

を
加
え
た
上
で
再
度
、
入
札
公
告
を
行
う
。

⑸
低
入
札
価
格
調
査
基
準
価
格
の
有
無
有
（
失
格
基
準
有
り
）

低
入
札
価
格
調
査
を
受
け
た
者
と
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
保
証
の
額
を
請
負
代
金
の
１０

分
の
３
以
上
と
す
る
。
ま
た
、
前
金
払
に
お
い
て
は
請
負
代
金
の
１０分

の
２
以
内
と
す
る
。

⑹
落
札
者
の
決
定
方
法

ア
開
札
後
は
、
落
札
者
の
決
定
を
保
留
す
る
。

イ
１
の
⑹
に
記
載
す
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

の
う
ち
、
評
価
値
の
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内

容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の
う

ち
評
価
値
の
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ウ
評
価
値
の
最
も
高
い
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
に
は
、
く
じ
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

エ
落
札
者
の
決
定
は
、
原
則
と
し
て
開
札
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
（
休
日
を
含
ま
な

い
。
）
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
低
入
札
価
格
調
査
を
実
施
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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り
で
な
い
。

オ
イ
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
入
札
参
加
者
に
対
し
通
知
を
行
う
と
と
も

に
、
当
該
入
札
結
果
を
公
表
す
る
。

カ
落
札
者
と
な
ら
な
か
っ
た
者
は
、
落
札
者
の
公
表
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以

内
（
休
日
を
含
ま
な
い
。
）
に
契
約
担
当
者
に
対
し
て
、
落
札
者
と
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑺
契
約
担
当
者
は
、
参
加
表
明
書
等
の
提
出
後
、
落
札
決
定
を
す
る
ま
で
の
間
に
落
札
予
定
者
が
次

の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
は
、
当
該
落
札
予
定
者
の
行
っ
た
入
札
を
無
効
に
す
る

も
の
と
す
る
。

な
お
、
イ
の
要
件
の
う
ち
、
２
の
⑵
の
イ
の
ウ
、
２
の
⑵
の
ウ
の
ウ
及
び
２
の
⑵
の
エ
の
イ
に
定

め
る
配
置
予
定
技
術
者
に
係
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
開
札
予
定
日
時
（
低
入
札
価

格
調
査
を
行
う
場
合
は
落
札
決
定
の
前
）
ま
で
に
、
発
注
者
に
対
し
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
（
任

意
様
式
）
を
提
出
す
る
こ
と
（
開
札
後
の
書
面
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。
）
。
な
お
、
こ
の
場
合
の

入
札
は
無
効
扱
い
と
す
る
。

た
だ
し
、
前
記
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
、
落
札
（
予
定
）
者
と
な
り
、
配
置
予
定
の
技
術
者

を
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
病
気
、
死
亡
、
退
職
等
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
く
。
）

は
、
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
行
う
。

ア
共
同
企
業
体
に
参
加
す
る
構
成
員
が
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
受
け
た
と
き

（
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
要
件
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
を
含
む
）
。

イ
入
札
公
告
に
掲
げ
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

⑻
契
約
担
当
者
は
、
落
札
決
定
後
に
落
札
者
の
共
同
企
業
体
に
参
加
す
る
構
成
員
が
、
指
名
停
止
要

領
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
受
け
た
場
合
（
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
措
置
要
件
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
指
名
停
止
措
置
に
係
る
事
案
が
重
大
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
落
札
決
定
の
取
消
し
又
は
契
約
（
仮
契
約
を
含
む
。
）
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

⑼
契
約
担
当
者
は
、
落
札
決
定
後
、
本
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
落
札
者
が
入
札
公
告
に
掲
げ
る
競
争

入
札
参
加
資
格
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
（
２
の
⑵
の
ア
の
エ
の
場
合
を
除
く
。
）
は
落

札
決
定
の
取
消
し
又
は
仮
契
約
の
解
除
を
行
う
。

⑽
契
約
担
当
者
は
、
本
契
約
締
結
後
に
、
契
約
者
が
入
札
公
告
に
掲
げ
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
要

件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
（
２
の
⑵
の
ア
の
エ
の
場
合
を
除
く
。
）
は
契
約
の
解
除
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

⑾
落
札
候
補
者
、
落
札
者
、
仮
契
約
者
及
び
契
約
者
（
以
下
「
落
札
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
入
札

後
に
⑺
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
は
、
契
約
担
当
者
に
速
や
か
に
申
し
出
る
こ

と
。
ま
た
、
⑺
か
ら
⑽
ま
で
の
入
札
の
無
効
又
は
落
札
決
定
の
取
消
し
若
し
く
は
契
約
（
仮
契
約
を

含
む
。
）
の
解
除
等
に
伴
う
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
契
約
担
当
者
は
、
そ
の
責
を
一
切
負
わ
な
い

も
の
と
す
る
。

⑿
資
料
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
行
う
こ

と
が
あ
る
。

⒀
落
札
者
等
に
は
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
も
含
ま
れ
る
。

⒁
配
置
予
定
監
理
技
術
者
の
確
認

落
札
決
定
後
、
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
り
配
置
予
定
の
監
理
技
術
者
の
専
任
制
違
反
の
事
実
が
確
認

さ
れ
た
場
合
は
、
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

⒂
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無
無

⒃
契
約
書
作
成
の
要
否
要

⒄
当
該
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
の
随

意
契
約
に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無
無

⒅
関
連
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
照
会
窓
口
３
の
⑴
に
同
じ
。

⒆
競
争
入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
の
参
加
２
の
⑵
の
ア
の
イ
に
掲
げ
る
競
争
入

札
参
加
資
格
者
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
も
３
の
⑷
に
よ
り
申
請
書
及
び
資
料
を
提
出
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
競
争
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
開
札
の
時
に
お
い
て
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
者

の
資
格
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒇
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

21
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

５
S
u
m
m
ary

⑴
O
fficialin

ch
arge

o
fd
isb
u
rsem

en
to
fth
e
p
ro
cu
rin
g
en
tity

K
atsu

sad
a
H
iro
se,
G
o
vern

o
r
o
fO
ita
P
refectu

re

⑵
P
ro
d
u
cts
o
r
go
o
d
s
to
b
e
p
ro
cu
red
,
n
am
e
o
fservice

an
d
q
u
an
tity

R
o
ad
w
ay
im
p
ro
vem
en
tp
ro
ject

・
N
ish
ih
ata
T
u
n
n
el(N

am
e
su
b
jectto

ch
an
ge)

⑶
Q
u
alificatio

n
S
creen

in
g

T
u
e.
Ju
n
e
２８，２０２２

to
W
ed
.
Ju
ly
２７，２０２２

(９:００
A
.M
.－
５:００

P.M
.)

⑷
B
id
d
in
g

E
-ten
d
er
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年
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四
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S
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P.M
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P
h
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u
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m
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n
(F
o
r
H
an
d
D
eliveries
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d
M
ailD

eliveries)

F
ri.
S
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to
F
ri.
S
ep
tem
b
er
９，２０２２

(９:００
A
.M
.－
４:００

P.M
.)

⑸
T
itle
o
fd
ep
artm

en
tin
ch
arge

o
fo
fficialan

n
o
u
n
cem
en
t

R
o
ad
C
o
n
stru
ctio
n
D
ivisio

n
,
C
ivilE

n
gin
eerin

g
an
d
C
o
n
stru
ctio
n
D
ep
artm

en
t

(７F,
N
ew
A
n
n
ex,
O
ita
P
refectu

ralO
ffice)

３‐
１‐
１
O
tem
ach
i,
O
ita
C
ity
８７０‐

８５０１

T
el:０９７‐

５０６‐
４７２４

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

免
許
台
帳
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
五
月
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社

大
分
支
店

支
店
長

繁

友

英

之

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
十
九
号

大
分
ソ
フ
ィ
ア
プ
ラ
ザ
ビ
ル
二
Ｆ

五

落
札
金
額

五
千
五
百
二
十
二
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
一


